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永
禄
十
一
年
の
足
利
義
昭
・
織
田
信
長
の
上
洛
と
芥
川
城 

中
西 

裕
樹 

 

一 

は
じ
め
に 

永
禄
十
一
年(

一
五
六
八)

、
織
田
信
長
は
足
利
義
昭
を
供
奉
し
て
上
洛
し
、
義
昭
は

将
軍
職
に
就
い
た
。
畿
内
の
勢
力
図
を
大
き
く
変
え
る
出
来
事
で
、
高
校
の
日
本
史
教

科
書
で
は
信
長
に
よ
る
全
国
統
一
へ
の
第
一
歩
と
紹
介
す
る
も
の
も
あ
る
。 

言
う
ま
で
も
な
く
、
上
洛
と
は
京
都
に
入
る(
上
が
る)

こ
と
を
指
し
、
「
入
洛
」
と

も
表
現
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
か
つ
て
の
平
安
京
が
中
国
の
都
に
な
ぞ
ら
え
て
右
京
域
を

長
安
、
左
京
域
を
洛
陽
と
呼
び
、
早
く
に
右
京
が
衰
退
し
た
結
果
、
洛
陽
が
京
都
を
示

す
語
と
な
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
。
ち
な
み
に
慶
長
八
～
九
年(

一
六
〇
三
～
一
六
〇

四)

に
イ
エ
ズ
ス
会
が
刊
行
し
た
『
日
葡
辞
書
』
で
は
、
洛
中(

R
a
c
u
c
h
u
)

を
「M

i
y
a
c
o
n
o
 
 

V
c
h
i
.
(

洛
の
中)

都(
M
i
y
a
c
o
)

の
中
」
と
解
説
し
て
い
る(

１)

。 

永
禄
十
一
年
の
義
昭
と
信
長
の
上
洛
は
、
敵
対
勢
力
と
の
合
戦
を
伴
う
軍
事
行
動
で

あ
り
、
九
月
七
日
に
岐
阜
城(

岐
阜
市)

を
発
っ
た
信
長
は
近
江
の
戦
国
大
名
六
角
氏
の

本
拠
・
観
音
寺
城(

滋
賀
県
近
江
八
幡
市)

を
奪
い
、
十
三
日
に
は
同
城
に
入
っ
て
近
江

を
掌
握
し
、
義
昭
を
近
江
に
迎
え
た(

２)

。
そ
の
後
に
軍
勢
は
西
へ
と
進
み
、
二
十
六

日
に
義
昭
が
清
水
寺(

京
都
市
東
山
区)

に
動
座(

３)

、
信
長
が
東
寺(

同
南
区)

ま
で
進

み
、『
御
湯
殿
上
日
記
』
の
同
日
条
に
は
義
昭
が
清
水
寺
ま
で
御
上
洛
と
あ
る(

４)

。
従

来
の
研
究
書
等
に
お
い
て
も
、
こ
の
日
を
も
っ
て
上
洛
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い(

５)

。 

た
だ
し
、
後
述
の
よ
う
に
戦
国
期
京
都
の
範
囲
を
め
ぐ
る
研
究
で
は
、
当
時
の
人
々

が
認
識
し
た
京
都
、
す
な
わ
ち
洛
中
に
清
水
寺
や
東
寺
は
含
ま
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、

こ
の
後
に
信
長
ら
の
軍
勢
は
敵
対
す
る
三
好
三
人
衆
方
が
拠
る
山
城
の
勝
龍
寺
城(

京

都
府
長
岡
京
市)

、
続
い
て
摂
津
の
芥
川
城(

芥
川
山
城
跡
。
大
阪
府
高
槻
市)

を
落
と

し
、
三
十
日
に
信
長
が
供
奉
し
て
義
昭
は
芥
川
城
に
入
る
。
そ
し
て
二
週
間
の
滞
在
後
、 

      こ
の
城
か
ら
十
月
十
四
日
に
義
昭
は
京
都
の
本
圀
寺(

本
国
寺
。
京
都
市
下
京
区)

に
動

座
し
た
。
こ
れ
を
も
っ
て
、
一
連
の
上
洛
戦
の
情
報
を
日
記
に
書
き
留
め
て
き
た
公
卿

の
山
科
言
継
は
、
は
じ
め
て
「
御
上
洛
」
と
記
し
て
い
る(

６)

。 

芥
川
城
は
、
在
京
を
志
向
し
た
摂
津
・
丹
波
守
護
で
室
町
幕
府
管
領
を
つ
と
め
る
細

川
京
兆
家
が
永
正
十
三
年(

一
五
一
六)

ま
で
に
整
備
し
た
山
城
で
、
天
文
二
十
二
年

(

一
五
五
三)

～
永
禄
三
年(

一
五
六
〇)

に
は
畿
内
を
制
し
た
三
好
長
慶
が
居
城
と
し

た
。
天
野
忠
幸
氏
に
よ
れ
ば
、
在
京
を
志
向
し
な
い
長
慶
の
拠
点
と
し
て
芥
川
城
は
畿

内(

＝
天
下)

の
裁
許
執
行
の
場
と
な
り
、
永
禄
三
年
に
長
慶
が
飯
盛
城(

大
阪
府
四
條

畷
市
・
大
東
市)

に
移
っ
て
か
ら
も
畿
内
の
政
庁
と
し
て
機
能
し
た(

７)

。 

歴
史
の
大
局
か
ら
は
、
さ
ほ
ど
義
昭
・
信
長
の
上
洛
日
の
特
定
に
大
き
な
意
味
は
な

い
も
の
の
、
畿
内
に
お
け
る
芥
川
城
の
政
治
的
位
置
や
義
昭
ら
の
滞
在
が
二
週
間
に
及

ん
だ
こ
と
な
ど
を
ふ
ま
え
る
と
、
当
時
の
芥
川
城
、
ま
た
上
洛
戦
に
お
け
る
同
城
の
位

置
付
け
を
評
価
す
る
上
で
、
上
洛
以
前
と
以
後
で
大
き
な
違
い
が
生
じ
る
よ
う
に
思
う
。 

著
者
は
義
昭
と
信
長
の
芥
川
城
へ
の
入
城
を
上
洛
以
前
の
出
来
事
と
し
、
そ
の
行
為

に
三
好
氏
に
よ
る
天
下
支
配
の
場
の
継
承
を
意
図
し
た
可
能
性
を
想
定
す
る
が
、
こ
れ

ま
で
は
簡
略
に
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た(

８)

。
そ
こ
で
小
文
で
は
、
あ
ら
た
め
て

先
学
や
近
年
の
研
究
成
果
に
学
び
つ
つ
、
戦
国
期
京
都(

洛
中)

の
範
囲
と
上
洛
前
後
の

義
昭
・
信
長
の
動
き
を
確
認
し
、
永
禄
十
一
年
の
足
利
義
昭
・
織
田
信
長
の
上
洛
に
お

け
る
芥
川
城
の
位
置
付
け
を
考
え
て
み
た
い
。 

 

二 

戦
国
期
京
都
の
範
囲 

戦
国
期
に
至
る
京
都(

洛
中)

の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
髙
橋
康
夫
氏
が
詳
細
な
検
討
を

加
え
ら
れ
、
室
町
期
の
京
都
の
範
囲
は
室
町
幕
府
に
よ
る
京
都
支
配
と
京
都
へ
の
街
道

の
出
入
り
口
で
あ
る
「
七
口
」
の
あ
り
方
な
ど
か
ら
、
概
ね
西
が
大
宮
、
東
が
東
朱
雀
、

北
が
清
蔵
口(

鞍
馬
口
。
七
口
の
一
つ)

、
南
が
七
条
に
比
定
さ
れ
て
い
る(

９)

。 

お
よ
そ
、
西
の
大
宮
が
平
安
京
の
東
大
宮
大
路
、
南
の
七
条
が
平
安
京
の
七
条
大
路 

し
ろ
あ
と
だ
よ
り 
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図１ 戦国期京都と永禄 11 年の足利義昭・織田信長の上洛 関連地図 

                                

を
指
す
一
方
で
、
東
の
東
朱
雀
は
平
安
中
期
以

降
に
平
安
京
東
端
の
東
京
極
大
路
東
側
、
か
つ

近
衛
大
路
と
三
条
大
路
の
間
に
成
立
し
た
大

路
を
示
し
、
北
の
清
蔵
口(

鞍
馬
口)

と
は
中
世

に
成
立
し
た
七
口
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
室
町
期

の
洛
中
は
、
旧
平
安
京
の
左
京
域
が
南
側
で
後

退
、
東
・
北
側
で
は
拡
大
し
た
範
囲
で
あ
っ
た

(

図
１
の
傍
線
地
名)

。 

戦
国
期
に
な
る
と
、
さ
ら
に
洛
中
の
範
囲
は

変
化
し
、
洛
外(

辺
土
と
も)

と
の
兼
ね
合
い
が

問
題
と
な
っ
た
。
永
正
十
二
年(

一
五
一
五)

の
史
料
で
は
、
室
町
期
は
洛
中
で
あ
っ
た
塩
小

路
東
洞
院
や
七
条
猪
熊
な
ど
が
洛
外
と
さ
れ

て
い
る(

10)

。 

一
方
で
、
天
皇
が
住
む
御
所
や
武
家
地
が
集

ま
っ
た
上
京
と
町
屋
を
中
心
と
し
た
下
京
と

呼
ば
れ
る
都
市
域
で
は
、
周
囲
に
構
え
た
堀
で

外
部
を
遮
断
す
る
「
惣
構
」
と
い
う
都
市
構
造

を
備
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、

人
々
は
こ
の
上
京
と
下
京
と
い
う
都
市
の
範

囲
が
洛
中
だ
と
意
識
し
は
じ
め
る
。
イ
エ
ズ
ス

会
士
の
ジ
ョ
ア
ン
・
ロ
ド
リ
ー
ゲ
ス
は
『
日
本

教
会
史
』
の
中
で
、
二
つ
に
分
か
れ
た
「
上
京

と
下
京
」
と
い
う
「
市
区
」
が
あ
り
、
そ
の
間

に
は
農
地
が
広
が
っ
て
い
た
と
記
す(

11)

。
京

都
は
、
目
に
見
え
る
空
間
と
し
て
理
解
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。 

以
上
の
戦
国
期
京
都
の
範
囲
を
ふ
ま
え
る

と
、
義
昭
と
信
長
が
利
用
し
、
上
洛
と
見
做
さ

れ
て
き
た
清
水
寺
や
東
寺
の
場
所
は
洛
外
に

所
在
し
た
こ
と
に
な
る
。 
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三 

芥
川
入
城
ま
で
の
義
昭
・
信
長
と
軍
勢
の
動
向 

芥
川
城
に
入
る
ま
で
の
義
昭
・
信
長
周
辺
と
軍
勢
の
動
き
に
つ
い
て
は
、
京
都
に
い

る
公
卿
山
科
言
継
が
記
し
た
『
言
継
卿
記
』
、
天
皇
の
御
所
に
仕
え
る
女
官
ら
が
書
き

継
い
だ
『
御
湯
殿
上
日
記
』
、
両
名
の
上
洛
直
後
に
関
係
者
が
作
成
し
た
と
見
ら
れ
る

『
足
利
義
昭
入
洛
記
』
、
大
和
興
福
寺
の
多
聞
院
英
俊
の
手
に
よ
る
『
多
聞
院
日
記
』
、

江
戸
時
代
初
期
に
信
長
家
臣
の
太
田
牛
一
が
ま
と
め
た
『
信
長
公
記
』
に
記
事
が
あ
る

(

以
下
、
順
に
『
言
』
『
御
』
『
足
』
『
多
』
『
信
』
と
略)

(

12)

。 

本
章
で
は
、
義
昭
が
美
濃
か
ら
近
江
の
柏
原
上
菩
提
院(

滋
賀
県
米
原
市)

へ
進
ん
だ

永
禄
十
一
年
九
月
二
十
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
の
関
係
記
事
に
基
づ
き
、
そ
の
動

き
を
日
付
順
に
幾
つ
か
の
点
に
絞
っ
て
確
認
し
た
い
。
個
別
の
記
事
は
、
主
に
表
１
・

２
に
ま
と
め
、
地
名
の
場
所
は
図
１
に
示
し
た
の
で
参
照
を
お
願
い
し
た
い
。 

 

・
上
洛
の
意
思 

近
江
に
侵
攻
し
て
い
た
信
長
勢
は
、
六
角
氏
の
支
配
拠
点
・
観
音
寺
城
を
制
圧
し
、

美
濃
か
ら
義
昭
を
迎
え
る
使
い
を
出
す
。
美
濃
を
出
発
し
た
義
昭
は
、
二
十
一
日
に
「
柏

原
上
菩
提
院
」
に
「
着
座
」
、
二
十
二
日
に
は
観
音
寺
城
に
隣
接
す
る
桑
実
寺(

滋
賀
県

近
江
八
幡
市)

に
「
御
成
」
を
果
た
し
た(

『
信
』)

。 

こ
の
前
日
か
ら
三
日
間
に
わ
た
り
、
朝
廷
は
天
下
静
謐
の
祈
祷
を
行
い
、
二
十
二
日

に
は
義
昭
と
信
長
が
迫
っ
て
い
る
と
し
て
山
科
の
郷
民
を
番
と
し
て
北
門
に
置
き
、

上
・
下
賀
茂(

京
都
市
北
区
・
左
京
区)

の
郷
民
か
ら
も
番
を
命
じ
た(
『
御
』)

。
二
十

三
日
に
は
前
大
納
言
の
中
山
孝
親
や
山
科
言
継
ら
五
人
が
禁
中
の
対
応
を
命
じ
ら
れ

て
い
る(

『
言
』)

。
朝
廷
を
は
じ
め
と
す
る
京
都
周
辺
の
人
々
は
、
義
昭
・
信
長
の
上

洛
へ
備
え
、
混
乱
を
避
け
る
べ
く
対
応
に
追
わ
れ
て
い
た
。 

二
十
三
日
に
信
長
は
近
江
の
三
井
寺
、
先
勢
が
山
城
の
山
科
へ
と
進
む(

『
言
』)
。

同
日
に
義
昭
配
下
の
細
川
藤
孝
と
和
田
惟
政
ら
が
一
万
余
の
軍
勢
で
上
洛
し
た
と
の

情
報
が
流
れ
た
よ
う
だ
が(

『
多
』)

、
実
際
に
は
二
十
五
日
に
信
長
勢
の
「
足
軽
」
が

天
皇
の
御
所
周
辺
の
警
備
に
現
れ
、
義
昭
か
ら
は
雁
が
届
く(

『
言
』
『
御
』)

。
そ
し

て
二
十
六
日
に
は
義
昭
・
信
長
の
本
隊
と
は
別
の
軍
勢
が
北
白
川
に
姿
を
現
し
、
細
川

藤
孝
と
明
院
良
政(

信
長
近
臣)

が
御
所
の
北
門
へ
と
や
っ
て
来
た(

『
言
』)

。 

北
白
川
は
近
江
坂
本
か
ら
の
山
中
越
や
白
鳥
越
と
い
う
山
道
が
京
都
盆
地
に
到
達

す
る
場
所
で
、
戦
国
期
に
は
頻
繁
に
軍
勢
が
往
来
し
、
特
に
白
鳥
越
に
は
勝
軍
山
城
な

ど
と
呼
ば
れ
る
山
城
群
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
日
、
義
昭
・
信
長
の
別
働
隊
は
、
山

中
越
や
白
鳥
越
を
利
用
し
て
上
洛
し
た
。 

同
日
、
信
長
が
率
い
る
本
隊
で
は
、
信
長
に
遅
れ
る
形
で
義
昭
が
三
井
寺
か
ら
清
水

寺
へ
陣
所
を
移
す(

『
言
』
『
足
』)

。
三
井
寺
か
ら
山
科
、
清
水
寺
へ
の
移
動
に
は
東

海
道
で
山
科
へ
出
た
後
に
渋
谷
越
を
利
用
し
、
渋
谷
口(

七
口
の
一
つ)

付
近
に
至
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
信
長
は
山
科
か
ら
「
南
方
」
へ
と
進
ん
で
東
寺
に
入
っ

た(

『
言
』)

(

13)

。 

本
隊
が
洛
中(

特
に
天
皇
の
御
所
や
武
家
地
が
集
ま
る
上
京)

を
目
指
す
の
で
あ
れ

ば
、
山
科
か
ら
は
東
海
道
で
粟
田
口(

七
口
の
一
つ)

に
出
る
最
短
ル
ー
ト
の
利
用
が
想

定
さ
れ
る
。
京
都
に
入
る
に
は
鴨
川
を
渡
る
必
要
が
あ
る
が
、
当
時
の
橋
は
渋
谷
口
近

く
の
五
条
と
四
条
に
あ
っ
て
粟
田
口
近
く
の
三
条
に
は
無
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
勢
い

本
隊
は
渋
谷
越
を
利
用
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る(

14)

。
た
だ
し
、
本
隊
の
進
路
は
「
南

方
」
に
あ
り
、
翌
二
十
七
日
に
は
義
昭
も
東
寺
に
入
っ
た(

『
言
』)

。
九
月
二
十
六
日

の
時
点
に
お
い
て
、
義
昭
・
信
長
は
洛
中
を
掌
握
し
つ
つ
あ
っ
た
が
、
自
ら
が
上
洛
す

る
意
思
は
無
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 ・
軍
勢
が
進
む
「
南
方
」 

信
長
が
入
っ
た
東
寺
の
付
近
は
、
七
口
の
東
寺
口
と
い
う
摂
津
方
面
へ
向
か
う
西
国

街
道
の
起
点
で
あ
り
、
こ
の
街
道
は
吉
祥
院
を
経
由
し
て
桂
川
を
渡
河
し
、
西
岡
と
い

う
地
域
を
通
っ
て
摂
津
国
境
に
発
達
し
た
町
場
の
大
山
崎
に
至
る
。
ま
た
、
東
寺
口
は

南
の
竹
田
、
鳥
羽
な
ど
の
村
々
付
近
を
経
由
し
、
古
く
は
久
我
で
分
岐
し
て
大
山
崎
の

手
前
で
西
国
街
道
に
合
流
す
る
道
の
出
発
点
で
も
あ
っ
た
。
以
降
は
、
こ
れ
ら
の
村
々

や
西
岡
に
戦
火
が
拡
大
し
、
前
後
し
て
勝
龍
寺
城
で
戦
端
が
開
か
れ
た
。
上
洛
で
は
な

く
本
隊
が
進
ん
だ
「
南
方
」
は
、
こ
れ
ら
合
戦
が
展
開
し
た
京
都
盆
地
の
西
南
部
に
到

達
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

ま
た
二
十
七
日
に
は
、
近
江
の
北
郡
衆
と
高
島
衆
の
八
千
計
が
神
楽
岡
に
陣
を
取
り
、

「
南
方
」
へ
と
向
か
っ
た(

『
言
』)

。
神
楽
岡
の
位
置
を
ふ
ま
え
る
と
、
こ
れ
ら
の
軍

勢
は
山
中
越
や
白
鳥
越
を
利
用
し
て
北
白
川
に
進
み
、
や
は
り
上
洛
し
な
い
ま
ま
京
都

盆
地
の
西
南
部
へ
向
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
な
お
、
北
郡
衆
と
は
義
昭
・
信
長
方
で
あ

っ
た
近
江
北
部
に
拠
る
浅
井
氏
の
軍
勢
、
高
島
衆
と
は
越
中
氏
を
筆
頭
と
し
た
西
佐
々

木
七
氏
ら
の
軍
勢
で
あ
る
。 

さ
て
、
西
岡
は
村
々
の
ま
と
ま
り
が
強
い
地
域
で
あ
り
、
国
衆
が
勝
龍
寺
城
を
拠
点

城
郭
と
し
て
い
た
。
永
禄
十
一
年
の
時
点
で
は
、
三
好
三
人
衆
の
一
人
石
成
友
通
が
同 
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表１ 永禄 11 年 9 月 21 日～27 日 足利義昭・織田信長と軍勢の動向 
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表２ 永禄 11 年 9 月 28 日～30 日 足利義昭・織田信長と軍勢の動向 

                                

城
の
掌
握
を
通
じ
て
西
岡
支
配
を
意
図
し
て
い
た(

15)

。
同
城
を
信
長
勢
が
掌
握
し
た

日
付
は
『
言
』
と
『
足
』
で
は
異
な
り
、
『
足
』
は
二
十
六
日
の
出
来
事
と
し
て
山
城

一
国
も
制
圧
し
た
と
す
る
一
方
、『
言
』
は
二
十
七
日
に
和
睦
が
進
ん
で
い
る
と
し
た
。 

一
連
の
合
戦
が
激
戦
と
な
っ
た
こ
と
は
『
多
』
も
記
し
て
お
り
、
義
昭
は
二
十
七
日

夜
に
西
岡
の
「
西
岡
寺
土
之
寂
勝
院
」(

16)

、
翌
二
十
八
日
に
は
大
山
崎
の
竹
内
左
兵

衛
亭
に
入
っ
て
い
る
た
め
、
こ
の
頃
に
は
勝
龍
寺
城
を
掌
握
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
こ
の
前
後
に
は
河
内
国
方
面
へ
と
戦
火
が
拡
大
し
て
い
た(

『
言
』)

。 

 ・
芥
川
入
城
と
義
昭
の
「
御
陣
所
」 

芥
川
城
に
入
っ
た
日
付
も
、
『
言
』
と
『
足
』
で
は
異
な
る
。
『
足
』
で
は
、
二
十
七

日
に
軍
勢
が
三
人
衆
の
一
人
三
好
長
逸
が
籠
る
芥
川
城
に
差
し
向
け
ら
れ
、
夜
に
三
人

衆
方
が
城
を
落
ち
た
結
果
、
翌
二
十
八
日
に
義
昭
が
「
御
旗
」
を
揚
げ
て
芥
川
城
に
御

座
を
移
し
た
と
す
る
。 

一
方
、
『
言
』
で
は
二
十
七
日
に
軍
勢
が
摂
津
国
内
の
西
国
街
道
の
芥
川
宿
に
近
い

「
天
神
馬
場
」
に
進
み
、
二
十
八
日
に
芥
川
宿
と
思
わ
れ
る
「
芥
川
之
市
場
」
を
放
火

し
た
。
二
十
九
日
に
は
義
昭
が
天
神
馬
場
に
至
り
、
城
周
辺
を
意
味
し
た
と
思
わ
れ
る

「
芥
川
之
麓
」
を
焼
き
払
い
、
夕
方
に
は
勝
龍
寺
城
と
芥
川
城
を
接
収
し
た
。
そ
し
て

三
十
日
、
義
昭
が
芥
川
城
に
御
座
を
移
し
、
信
長
の
軍
勢
が
富
田(

大
阪
府
高
槻
市)

、

郡
山(

同
茨
木
市)

の
寺
内
町
を
攻
撃
し
、
さ
ら
に
三
人
衆
方
の
国
人
池
田
氏
が
拠
る
池

田
城(

大
阪
府
池
田
市)

攻
め
を
開
始
し
た
と
記
す(

『
言
』)

。 

芥
川
入
城
の
日
付
は
、
細
か
い
プ
ロ
セ
ス
を
記
述
し
た
『
言
』
の
三
十
日
が
正
し
い

と
思
わ
れ
る
が
、
『
足
』
と
と
も
に
義
昭
の
行
為
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
二
十
七

日
に
山
科
言
継
は
公
卿
の
東
坊
城
盛
長
と
相
談
し
、
義
昭
の
「
御
陣
所
」
が
定
ま
り
次

第
、
義
昭
へ
礼
に
出
向
く
と
し
た
。
こ
の
時
点
で
の
言
継
は
、
義
昭
が
西
岡
を
進
軍
中

で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
が
、
翌
二
十
八
日
に
は
盛
長
と
、
義
昭
へ
の
訪
問
を
一

両
日
見
送
り
、
近
く
義
昭
が
清
水
寺
に
陣
を
移
す
話
が
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
「
御
陣

所
」
と
は
、
一
時
的
な
御
座
所
や
陣
と
は
異
な
る
場
だ
と
認
識
さ
れ
、
清
水
寺
に
そ
の

可
能
性
が
あ
る
と
見
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
よ
う
に
思
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
義
昭

は
わ
ざ
わ
ざ
進
路
を
清
水
寺
に
引
き
返
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
だ
け
の
理
由
が
「
御
陣

所
」
や
同
寺
に
は
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。 

直
前
の
近
江
侵
攻
時
、
信
長
は
奪
取
し
た
六
角
氏
の
支
配
拠
点
・
観
音
寺
城
に
入
っ

た
が
、
義
昭
は
隣
接
す
る
桑
実
寺
を
使
用
し
た(

17)

。
近
江
最
大
の
規
模
を
誇
る
観
音
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寺
城
が
手
狭
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
こ
の
と
き
六
角
氏
は
城
を
「
自
焼
」(

18)

し
た
と
さ
れ
る
も
の
の
、
大
規
模
な
合
戦
は
展
開
し
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る(

19)

。
何

ら
か
の
理
由
が
あ
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
義
昭
は
同
寺
に
入
っ
た
こ
と
に
な
る
。 

『
信
』
に
よ
る
と
、
美
濃
を
発
っ
た
義
昭
は
二
十
一
日
に
「
柏
原
上
菩
提
院
」
に
「
着

座
」
し
た
。
そ
し
て
二
十
二
日
に
桑
実
寺
へ
「
御
成
」
し
、
二
十
六
日
に
は
三
井
寺
に

「
御
陣
」
を
か
け
た
。
『
足
』
で
は
二
十
五
日
に
義
昭
が
三
井
寺
に
「
御
座
」
を
移
し

た
と
あ
る
た
め
、
義
昭
が
三
井
寺
に
入
っ
た
の
は
前
日
の
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
近
江
に
入
っ
て
以
降
、
義
昭
は
桑
実
寺
で
最
も
長
い
日
数
を
過
ご
し
た
可
能
性

が
高
い
よ
う
に
思
う
。 

こ
の
桑
実
寺
は
、
天
文
元
年(

一
五
三
二)

か
ら
お
よ
そ
二
年
間
、
京
都
を
追
わ
れ
て

い
た
父
の
足
利
義
晴
が
将
軍
と
し
て
幕
臣
を
率
い
、
滞
在
し
た
場
所
で
あ
っ
た
。
義
昭

が
桑
実
寺
へ
動
座
し
た
理
由
は
、
こ
の
父
の
足
利
義
晴
に
関
す
る
由
緒
に
あ
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

清
水
寺
も
、
天
文
二
十
二
年(

一
五
五
三)
三
月
～
八
月
に
兄
の
足
利
義
輝
が
三
好
長

慶
と
の
合
戦
で
陣
所
と
し
、
隣
地
に
霊
山
城
と
い
う
山
城
を
構
え
た(

20)

。
当
時
の
長

慶
は
摂
津
を
基
盤
に
畿
内
の
情
勢
を
握
り
、
八
月
に
霊
山
城
が
落
ち
た
後
、
芥
川
城
を

奪
取
し
て
居
城
と
し
た
。
一
方
、
義
輝
は
義
昭
の
叔
父
で
も
あ
る
近
衛
稙
家
ら
を
伴
い
、

近
江
へ
と
没
落
し
て
い
る
。
上
洛
を
目
指
す
過
程
で
、
義
昭
が
腰
を
据
え
た
陣
所
に
は
、

こ
の
よ
う
な
先
代
将
軍
ら
の
由
緒
や
前
史
の
地
が
意
識
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。 

九
月
三
十
日
以
降
、
義
昭
は
芥
川
城
に
足
掛
け
二
週
間
滞
在
し
て
お
り
、
九
月
二
十

五
日
以
降
の
三
井
寺
、
清
水
寺
、
東
寺
、
西
岡
の
寂
照
院
、
大
山
崎
の
竹
内
左
兵
衛
亭

の
利
用
状
況
と
は
趣
を
異
に
す
る
。
言
継
は
、
三
十
日
に
盛
長
か
ら
明
日(
十
月
一
日)

の
義
昭
訪
問
の
誘
い
を
受
け
た
。
こ
の
と
き
は
言
継
の
体
調
不
良
で
延
期
に
な
っ
た
が
、

『
言
』
は
同
日
に
義
昭
の
芥
川
入
城
を
記
し
て
お
り
、
そ
の
情
報
を
得
た
盛
長
が
義
昭

の
「
御
陣
所
」
が
定
ま
っ
た
と
し
て
言
継
を
誘
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。 

義
昭
が
芥
川
城
に
入
っ
た
後
の
十
月
六
日
、
朝
廷
は
万
里
小
路
輔
房
を
勅
使
と
し
て

芥
川
城
に
派
遣
し
た
。
こ
の
派
遣
は
、
義
昭
が
芥
川
城
に
御
陣
を
据
え
た
こ
と
を
契
機

と
す
る
も
の
で
あ
っ
た(

『
御
』
。
表
３
参
照)

。
芥
川
城
は
一
過
性
の
陣
所
で
は
な
く
、

義
昭
の
「
御
陣
所
」
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
背
景
に
は
、
桑
実
寺
や
清
水
寺
と
同

様
、
や
は
り
何
ら
か
の
選
定
理
由
を
想
定
す
べ
き
よ
う
に
思
う
。 
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芥
川
入
城
以
降
の
義
昭
・
信
長
と
軍
勢
の
動
向 

続
い
て
、
概
ね
芥
川
入
城
後
か
ら
上
洛
ま
で
の
義
昭
・
信
長
周
辺
と
軍
勢
の
動
向
に

つ
い
て
、
同
じ
く
『
言
継
卿
記
』
、
『
御
湯
殿
上
日
記
』
、『
足
利
義
昭
入
洛
記
』
、
『
多
聞

院
日
記
』
、『
信
長
公
記
』
か
ら
確
認
す
る
。
こ
の
間
、
次
の
よ
う
な
畿
内
の
平
定
と
支

配
の
安
堵
、
そ
し
て
上
洛
と
将
軍
任
官
の
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。
個
別
の
記
事
は
、

主
に
表
３
・
４
に
ま
と
め
、
同
じ
く
地
名
の
場
所
は
図
１
に
示
し
た
の
で
参
照
を
お
願

い
し
た
い
。 

 ・
畿
内
の
掌
握
と
支
配
の
安
堵 

義
昭
・
信
長
は
、
九
月
二
十
九
日
に
河
内
の
支
配
拠
点
で
あ
る
飯
盛
城
と
高
屋
城(

大

阪
府
羽
曳
野
市)

と
い
う
支
配
拠
点
を
押
さ
え
た
。
こ
れ
に
は
時
間
が
か
か
る
と
み
ら

れ
た
が
、
三
人
衆
方
の
軍
勢
が
淡
路
方
面
に
撤
退
し
た
た
め
早
く
に
実
現
し
、
そ
の
時

期
は
芥
川
城
攻
め
と
前
後
す
る
頃
だ
と
思
わ
れ
る(

『
足
』
。
表
２
参
照)

。 

そ
し
て
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
九
月
三
十
日
か
ら
信
長
が
率
い
る
軍
勢
は
、
池
田
城

を
攻
撃
し
た
。
激
戦
の
末
、
十
月
二
日
に
池
田
方
が
降
参
し(

21)

、
信
長
ら
は
芥
川
城

に
戻
っ
て
近
日
中
に
上
洛
と
の
話
が
広
ま
る(

『
言
』
『
信
』)

。
す
で
に
松
永
久
秀
は

大
和
か
ら
芥
川
城
へ
と
出
立
し
て
お
り(

『
多
』)

、
翌
三
日
に
は
河
内
畠
山
氏
と
久
秀
、

池
田
勝
正
、
摂
津
国
人
入
江
氏
ら
が
登
城
し
て
義
昭
に
出
仕
し
、
信
長
に
礼
を
述
べ
た

(

『
言
』)

。
こ
の
時
点
で
義
昭
・
信
長
は
摂
津
・
河
内
を
掌
握
し
て
お
り
、
八
日
に
河

内
半
国
を
宛
が
わ
れ
た
三
好
義
継
は
飯
盛
城
へ
入
っ
て
い
る(

『
多
』)

(

22)

。 

一
方
、
久
秀
の
進
退
と
さ
れ
た
大
和
で
は
、
す
で
に
十
月
一
日
に
義
昭
の
命
で
十

市
・
箸
尾
ら
の
国
人
ら
が
軍
勢
を
動
か
し
て
お
り
、
四
日
に
は
井
戸
氏
ら
十
余
人
が
久

秀
に
同
道
し
て
芥
川
城
に
登
城
し
た
が
信
長
は
認
め
な
か
っ
た(

以
下
『
多
』)

。
勢
力

再
編
と
合
戦
が
活
発
と
な
る
中
、
七
日
に
は
軍
勢
が
九
日
に
入
る
と
の
情
報
が
流
れ
、

三
人
衆
方
の
筒
井
順
慶
ら
が
没
落
す
る
中
、
十
日
に
京
都
か
ら
細
川
藤
孝
と
和
田
惟
政
、

信
長
家
臣
の
佐
久
間
信
盛
が
率
い
る
約
二
万
の
軍
勢
が
唐
招
提
寺(

奈
良
市)

周
辺
に

現
れ
る
。
こ
の
軍
勢
は
、
転
戦
を
重
ね
た
後
の
二
十
一
日
に
は
大
半
が
引
き
上
げ
た
よ

う
で
、
二
十
三
日
に
は
松
永
久
通
ら
が
上
洛
し
た
。
大
和
制
圧
は
義
昭
・
信
長
が
上
洛

し
た
十
月
十
四
日
の
後
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

「
年
代
記
抄
節
」
に
よ
れ
ば
、
九
月
二
十
九
日
に
三
好
・
松
永
・
池
田
の
他
、
摂
津

国
人
伊
丹
氏
も
信
長
に
申
し
入
れ
て
義
昭
か
ら
赦
免
を
得
る(

23)

。
丹
波
国
の
「
三
郡
」

は
軍
勢
を
派
遣
せ
ず
と
も
国
衆
が
芥
川
城
で
義
昭
に
御
礼
を
申
し
上
げ
、
播
磨
国
衆
の 
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表３ 永禄 11 年 10 月 1 日～７日 足利義昭・織田信長と軍勢の動向 
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表４ 永禄 11 年 10 月８日～15 日 足利義昭・織田信長と軍勢の動向 
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明
石
氏
、
別
所
氏
も
同
様
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
九
月
七
日
に
信
長
が
岐
阜
を
発
っ
て

以
後
、
近
江
・
山
城
・
摂
津
・
和
泉
・
河
内
・
大
和
・
丹
波
・
播
磨
・
伊
勢
を
義
昭
が

従
え
た
と
い
う
。 

以
前
か
ら
義
昭
方
で
あ
っ
た
三
好
義
継
、
松
永
久
秀
、
伊
丹
氏
を
「
赦
免
」
と
し
、

す
で
に
大
和
を
従
え
た
と
す
る
点
な
ど
、
「
年
代
記
抄
節
」
の
記
述
を
全
て
信
じ
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
丹
波
や
播
磨
の
動
き
を
具
体
的
に
確
認
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

た
だ
し
、
『
多
』
十
月
六
日
条
に
は
、
山
城
・
摂
津
・
河
内
・
丹
波
・
近
江
を
義
昭
が

押
さ
え
た
の
は
将
軍
家
と
し
て
希
代
の
事
と
あ
る
。
義
昭
・
信
長
は
、
ほ
ぼ
芥
川
城
滞

在
中
に
畿
内
近
国
を
掌
握
し
、
従
っ
た
武
将
ら
へ
の
知
行
配
分
や
支
配
の
安
堵
を
行
っ

た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
な
お
、
『
細
川
両
家
記
』
で
は
、
芥
川
城
に
は
摂
津
国
人
茨

木
氏
も
登
城
し
、
摂
津
は
和
田
惟
政
と
伊
丹
氏
、
池
田
氏
に
支
配
さ
せ
る
と
の
風
聞
が

流
れ
た
と
し
て
い
る(

24)

。 

ま
た
、
先
述
の
よ
う
に
六
日
に
は
芥
川
城
へ
「
め
て
た
き
」
と
の
勅
使
が
派
遣
さ
れ
、

義
昭
に
太
刀
、
信
長
に
酒
肴
十
合
十
荷
が
下
賜
さ
れ
た(

『
御
』)

。
『
多
』
十
月
七
日

条
に
は
義
昭
か
ら
興
福
寺
へ
の
音
信
が
無
く
、
こ
れ
は
思
い
も
よ
ら
ぬ
ほ
ど
の
群
集
が

義
昭
へ
押
し
寄
せ
、
詳
細
を
懇
ろ
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
で
あ
る
と
し
て
い

る
。
『
信
』
に
よ
れ
ば
、
堺
商
人
を
代
表
す
る
今
井
宗
久
も
進
物
を
携
え
て
登
城
し
、

人
々
が
訪
問
す
る
様
子
は
「
門
前
市
を
な
す
事
な
り
」
で
あ
っ
た
。
義
昭
の
御
陣
所
と

な
っ
た
芥
川
城
で
は
、
義
昭
・
信
長
と
の
関
係
を
築
こ
う
と
か
な
り
の
数
の
人
々
が
登

城
す
る
様
相
を
呈
し
て
い
た
。 

 ・
上
洛
と
将
軍
任
官
の
準
備 

 

朝
廷
は
、
早
く
か
ら
義
昭
・
信
長
の
動
き
を
掌
握
し
て
い
た
。
九
月
十
四
日
に
は
、

上
洛
後
に
軍
勢
が
横
暴
を
働
か
な
い
よ
う
、
そ
し
て
御
所
を
警
固
す
る
よ
う
に
と
の
正

親
町
天
皇
の
綸
旨
が
信
長
に
宛
て
ら
れ
て
い
る(

25)

。
先
述
の
よ
う
に
、
二
十
五
日
に

信
長
勢
の
「
足
軽
」
が
御
所
周
辺
の
警
固
に
現
れ
、
翌
二
十
六
日
に
細
川
藤
孝
と
明
院

良
政
ら
が
御
所
の
北
門
ま
で
来
た
の
は
、
事
前
に
受
け
た
天
皇
の
命
を
果
た
す
も
の
で

あ
っ
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
朝
廷
と
義
昭
・
信
長
周
辺
の
や
り
と
り
は
以
前
か
ら
あ
っ
た
が
、
両

名
の
芥
川
入
城
後
、
京
都
の
朝
廷
と
の
や
り
と
り
は
活
発
化
す
る(

以
下
『
言
』)

。
十

月
一
日
、
信
長
勢
が
捕
え
た
小
笠
原
貞
慶
の
妻
ら
が
朝
廷
に
預
け
ら
れ
、
三
日
に
は
義

昭
側
と
の
将
軍
任
官
・
参
内
に
向
け
た
談
合
の
た
め
、
山
科
言
継
は
飛
鳥
井
雅
敦
か
ら

呼
び
出
し
を
受
け
た
。
そ
の
日
の
う
ち
に
、
言
継
は
必
要
と
な
る
金
品
な
ど
を
手
日
記

に
ま
と
め
、
提
出
し
て
い
る
。 

こ
れ
以
降
、
飛
鳥
井
氏
、
烏
丸
氏
、
日
野
氏
ら
の
公
卿
が
芥
川
城
へ
登
城
し
、
山
科

言
継
も
含
め
て
上
洛
後
の
義
昭
の
将
軍
任
官
・
参
内
に
向
け
た
談
合
と
必
要
な
装
束
の

調
整
、
調
達
に
あ
た
っ
て
い
る
。
ま
た
、
六
日
に
芥
川
城
へ
勅
使
と
し
て
万
里
小
路
輔

房
が
派
遣
さ
れ
た
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る(

『
御
』)

。 

義
昭
周
辺
で
は
、
十
月
六
日
に
家
臣
の
三
淵
藤
英
・
飯
河
信
堅
が
正
実
坊
を
使
者
に
、

参
内
に
必
要
な
道
具
の
教
示
を
乞
う
て
い
る(

26)

。
ま
た
、
諏
訪
晴
長
が
上
洛
し
て
動

い
た
。
義
昭
に
必
要
な
衣
服
等
は
兄
の
足
利
義
輝
の
例
が
参
考
と
さ
れ
、
信
長
周
辺
で

は
上
洛
し
て
い
た
明
院
良
政
、
村
井
貞
勝
が
働
き
、
八
日
に
は
内
々
で
朝
廷
に
万
疋
を

献
上
し
て
い
る
。
な
お
、
徳
川
家
康
の
家
臣
松
平
親
乗
も
、
短
期
間
だ
が
上
洛
し
た
。 

十
四
日
に
義
昭
が
芥
川
城
か
ら
上
洛
し
、
六
条
の
本
圀
寺
に
入
る
と
烏
丸
氏
と
日
野

氏
が
出
迎
え
た
。
翌
十
五
日
に
は
一
色
藤
長
と
細
川
藤
孝
を
申
次
に
、
山
科
言
継
の
他
、

聖
護
院
道
澄
を
は
じ
め
葉
室
氏
や
庭
田
氏
、
水
無
瀬
氏
、
理
性
院
ら
僧
俗
数
十
人
が
参

上
し
て
礼
を
申
し
上
げ
て
い
る
。 

 

五 

ま
と
め 

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ふ
ま
え
、
永
禄
十
一
年
の
義
昭
・
信
長
の
上
洛
に
お

け
る
芥
川
城
の
位
置
付
け
を
考
え
、
ま
と
め
と
し
た
い
。 

上
洛
に
つ
い
て
、『
御
』
で
は
義
昭
が
清
水
寺
に
入
っ
た
九
月
二
十
六
日
、『
言
』
で

は
芥
川
入
城
を
経
た
十
月
十
四
日
に
「
上
洛
」
と
記
さ
れ
る
。
当
時
の
朝
廷
周
辺
で
も

異
な
る
解
釈
が
な
さ
れ
た
訳
だ
が
、
戦
国
期
京
都
の
範
囲
と
信
長
・
義
昭
の
軍
勢
進
路

を
ふ
ま
え
る
と
、
芥
川
入
城
以
前
の
上
洛
は
想
定
さ
れ
ず
、
そ
の
よ
う
な
認
識
も
な
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
芥
川
入
城
以
降
に
義
昭
の
将
軍
任
官
へ
の
準
備
が
具
体
化

す
る
こ
と
か
ら
、
あ
く
ま
で
当
事
者
ら
に
と
っ
て
の
上
洛
と
は
在
京
す
る
将
軍
義
昭
の

誕
生
を
意
味
し
、
単
に
軍
勢
が
京
都
に
入
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る(

27)

。 

芥
川
城
で
義
昭
は
十
四
日
間
滞
在
し
、
畿
内
近
国
を
掌
握
し
て
武
将
ら
へ
支
配
の
安

堵
を
行
う
と
と
も
に
祝
意
を
伝
え
る
勅
使
を
迎
え
た
。
こ
の
点
に
関
し
、
上
洛
時
期
を

ふ
ま
え
た
従
来
の
評
価
を
紹
介
す
る
と
、
著
者
は
芥
川
入
城
を
上
洛
以
前
と
と
ら
え
た

上
で
、
そ
の
間
の
義
昭
ら
の
行
動
は
芥
川
城
が
細
川
京
兆
家
以
来
の
畿
内
の
中
心
城
郭

で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
、
信
長
の
軍
事
日
程
は
三
好
氏
を
核
と
し
た
畿
内
勢
力
の
攻
略

を
第
一
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
た(

28)

。 
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天
野
忠
幸
氏
も
芥
川
入
城
を
上
洛
以
前
と
し
、
芥
川
城
が
三
好
氏
の
本
拠
地
で
畿
内

の
政
庁
と
人
々
に
認
識
さ
れ
て
い
た
た
め
、
わ
ざ
わ
ざ
十
四
日
間
逗
留
し
て
畿
内
の
支

配
体
制
を
定
め
た
と
評
価
す
る(

29)

。
な
お
、
永
禄
三
年(

一
五
六
〇)

以
降
は
飯
盛
城

で
三
好
氏
の
最
終
意
思
決
定
も
な
さ
れ
た
が
、
同
七
年
の
三
好
長
慶
没
後
、
そ
の
政
治

的
地
位
は
失
わ
れ
て
い
く
と
天
野
氏
は
と
ら
え
て
い
る(

30)

。 

久
野
雅
司
氏
は
、
芥
川
入
城
を
上
洛
以
後
の
日
程
で
取
り
上
げ
る
も
の
の
、
芥
川
城

を
三
好
政
権
の
畿
内
政
治
の
拠
点
と
し
た
上
で
、
義
昭
の
行
為
は
三
好
権
力
か
ら
の
政

権
交
代
を
印
象
づ
け
る
目
的
が
あ
っ
た
と
と
ら
え
る(

31)

。
な
お
、
一
連
の
行
動
は
信

長
を
中
心
に
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
久
野
氏
は
義
昭
の
将
軍
権
威
と
信
長
の
権

力
が
一
体
と
な
っ
て
展
開
し
た
も
の
と
見
る
。
従
う
べ
き
見
解
だ
ろ
う(

32)

。 

上
洛
を
目
指
す
過
程
で
は
、
先
代
将
軍
ら
の
由
緒
を
持
つ
場(

桑
実
寺
と
清
水
寺)

が

「
御
陣
所
」
な
ど
と
し
て
意
識
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
っ
た
。
「
御
陣
所
」
と
み
な
さ
れ

る
芥
川
城
に
将
軍
の
由
緒
は
な
い
た
め
、
や
は
り
義
昭
ら
の
意
識
す
る
と
こ
ろ
は
三
好

氏
に
よ
る
畿
内=

天
下
支
配
の
場
で
あ
っ
た
城
の
前
史
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
上
を

ふ
ま
え
る
と
、
義
昭
ら
は
三
好
氏
に
よ
る
畿
内
支
配
を
意
識
し
、
新
た
な
支
配
を
開
始

す
る
に
あ
た
り
、
芥
川
城
で
支
配
体
制
を
定
め
る
行
為
に
意
味
を
持
た
せ
た
と
理
解
し

て
よ
い
と
考
え
る
。 

ま
た
、
著
者
は
次
に
紹
介
す
る
髙
橋
康
夫
氏
の
研
究
か
ら
示
唆
を
受
け
、
芥
川
入
城

に
は
義
昭
が
三
好
氏
に
よ
る
天
下
支
配
の
継
承
が
想
定
で
き
る
と
述
べ
た
こ
と
が
あ

る(

33)

。
髙
橋
氏
は
、
戦
国
期
の
新
た
な
将
軍
は
旧
将
軍
の
御
所
に
入
っ
た
後
に
自
ら

の
御
所
を
造
営
す
る
傾
向
が
あ
り
、
権
威
、
秩
序
の
継
承
に
土
地
や
家
屋
の
記
憶
と
再

生
を
利
用
す
る
慣
行
を
指
摘
す
る(

34)

。
具
体
的
に
は
、
足
利
義
尚
は
父
義
政
の
小
川

殿
で
の
右
大
将
拝
賀
後
に
高
倉
御
所
を
造
営
し
、
足
利
義
晴
は
前
将
軍
義
稙
が
造
営
の

三
条
御
所
で
の
元
服
・
将
軍
宣
下
な
ど
を
終
え
て
今
出
川
御
所
を
造
営
し
た
。
足
利
義

輝
は
義
晴
の
今
出
川
御
所
に
入
っ
た
後
に
自
身
の
武
衛
御
所
を
造
営
し
、
義
昭
も
武
衛

御
所
の
跡
地
に
御
所(

旧
二
条
城)

を
築
く
こ
と
に
な
る
。 

さ
ら
に
髙
橋
氏
は
、
豊
臣
秀
吉
の
死
後
、
徳
川
家
康
が
秀
吉
の
築
い
た
伏
見
城(

京

都
市
伏
見
区)

に
入
っ
た
行
為
に
つ
い
て
「
天
下
殿
」
に
成
っ
た
と
見
た
『
多
』
の
記

事
を
引
用
し(

35)

、
旧
天
下
人
の
居
所
、
本
所
御
所
に
入
る
行
為
が
天
下
人
の
権
威
な

い
し
正
統
性
な
ど
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
示
唆
し
た
。
よ
く
知
ら

れ
た
事
例
で
あ
る
が
、
徳
川
将
軍
家
の
二
代
秀
忠
、
三
代
家
光
も
伏
見
城
で
将
軍
宣
下

を
受
け
た
。
特
に
元
和
九
年(

一
六
二
三)

の
家
光
の
事
例
で
は
、
廃
城
と
さ
れ
て
破
却

が
進
ん
で
い
た
城
内
の
一
部
を
修
復
し
て
実
行
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
豊
臣
権
力
か
ら

継
承
し
た
公
儀
権
力
の
儀
礼
空
間
だ
と
評
価
さ
れ
て
い
る(

36)

。 

 

こ
れ
ら
の
点
を
ふ
ま
え
る
と
、
や
は
り
上
洛
直
前
の
義
昭
に
よ
る
芥
川
城
へ
の
入
城

に
は
、
義
昭
ら
が
従
来
の
三
好
氏
に
よ
る
天
下
支
配
と
い
う
場
を
掌
握
し
、
そ
の
上
で

自
ら
に
よ
る
天
下
支
配
を
開
始
す
る
と
の
意
図
が
込
め
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
よ
う

に
思
う
。
こ
の
結
論
が
妥
当
で
あ
る
な
ら
ば
、
義
昭
は
三
好
氏
と
い
う
臣
下
の
天
下
支

配
を
認
め
た
上
で
幕
府
の
再
興
を
図
っ
た
こ
と
に
な
り
、
注
目
で
き
る
だ
ろ
う
。
以
上
、

推
論
を
重
ね
る
結
果
と
な
っ
た
が
、
ご
批
判
を
賜
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。 
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広
『
信
長
と
将
軍
義
昭 

連
携
か
ら
追
放
、
包
囲
網
へ
』(

中
公
新
書
、
二
〇
一
四
年)

、
久
野

雅
司
『
中
世
武
士
選
書
40 

足
利
義
昭
と
織
田
信
長 

傀
儡
政
権
の
虚
像
』(

戎
光
祥
出
版
、
二

〇
一
七
年)

。
な
お
、
今
谷
明
『
信
長
と
天
皇 

中
世
的
権
威
に
挑
む
覇
王
』(

講
談
社
現
代
新

書
、
一
九
九
二
年)

で
は
九
月
二
十
六
日
に
義
昭
上
洛
、
十
月
十
四
日
に
義
昭
を
供
奉
す
る
信

長
上
洛
と
い
う
評
価
に
な
っ
て
い
る
。 

(

６)

『
言
継
卿
記
』
永
禄
十
一
年
十
月
十
四
日
条
。 

(

７)

天
野
忠
幸
『
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
日
本
評
伝
選 

三
好
長
慶 

諸
人
之
を
仰
ぐ
こ
と
北
斗
泰
山
』(

ミ

ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
四
年)

。 

(
８)

高
槻
市
立
し
ろ
あ
と
歴
史
館
特
秋
季
別
展
図
録
『
三
好
長
慶
の
時
代 

「
織
田
信
長 

芥
川
入

城
」
の
以
前
以
後
』(

同
館
、
二
〇
〇
七
年)

、
中
西
裕
樹
『
中
世
武
士
選
書
41 

戦
国
摂
津
の

下
克
上 

高
山
右
近
と
中
川
清
秀
』(

戎
光
祥
出
版
、
二
〇
一
九
年)

。 

(

９)

髙
橋
康
夫
「
室
町
期
京
都
の
空
間
構
造
と
社
会
」(

『
日
本
史
研
究
』
四
三
六
、
一
九
九
八

年)

、
同
「
中
世
の
巨
大
都
市
・
京
都
‐
空
間
構
造
と
社
会
」(

同
『
海
の
「
京
都
」 

日
本
琉

球
都
市
史
研
究
』
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
五
年)

。 

(

10)

小
西
康
夫
氏
所
蔵
文
書(

『
史
料
京
都
の
歴
史
４ 

市
街
・
生
業
』
三
〇
七
～
三
一
一
頁)

。
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註
９
髙
橋
康
夫
「
中
世
の
巨
大
都
市
・
京
都
」
参
照
。 

(

11)

戦
国
期
京
都
の
空
間
に
つ
い
て
は
、
河
内
将
芳
『
信
長
が
見
た
戦
国
京
都 

城
塞
に
囲
ま
れ

た
異
貌
の
都
』(

洋
泉
社
歴
史
新
書
Ｙ
、
二
〇
一
〇
年)

、
同
『
シ
リ
ー
ズ
実
像
に
迫
る
12 

戦

国
京
都
の
大
路
小
路
』(

戎
光
祥
出
版
、
二
〇
一
七
年)

も
参
照
さ
れ
た
い
。 

(

12)

『
言
継
卿
記
』
『
足
利
義
昭
入
洛
記
』
『
信
長
公
記
』
は
前
出
、
『
御
湯
殿
上
日
記
』
は

続
群
書
類
従
も
参
考
に
し
た
。
『
多
聞
院
日
記
』
は
、
増
補
続
史
料
大
成
を
用
い
た
。 

(

13)

『
足
』
で
は
、
信
長
の
陣
所
を
東
福
寺
と
す
る
が
、
本
隊
の
進
路
を
ふ
ま
え
る
と
『
言
』

の
東
寺
が
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
『
足
』
に
よ
れ
ば
伏
見
方
面
に
も
軍
勢

が
展
開
し
て
お
り
、
東
福
寺
を
利
用
し
た
可
能
性
は
あ
る
。 

(

14)

註
11
河
内
将
芳
『
信
長
が
見
た
戦
国
京
都
』
。 

(

15)

仁
木
宏
「
戦
国
期
京
郊
に
お
け
る
地
域
社
会
と
支
配
‐
西
岡
勝
龍
寺
城
と
「
一
職
」
支
配

を
め
ぐ
っ
て
‐
」(

本
多
隆
成
編
『
戦
国
・
織
豊
期
の
権
力
と
社
会
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九

九
九
年)

。 

(

16)

註
８
『
三
好
長
慶
の
時
代
』
で
は
、
こ
の
寺
院
の
所
在
地
を
京
都
府
向
日
市
寺
戸
に
所
在

と
し
た
が
、
京
都
府
長
岡
京
市
奥
海
院
寺
の
寂
照
院
に
改
め
る
。
仁
木
宏
「
中
世
西
岡
の
終
焉

と
細
川
藤
孝
」(

『
長
岡
京
市
史 

本
文
編
一
』
、
一
九
九
六
年)

参
照
。
奥
海
院
寺
は
、
摂
津

方
面
へ
の
山
道
が
通
り
、
西
国
街
道
と
は
や
や
離
れ
る
も
の
の
陣
所
が
置
か
れ
る
に
ふ
さ
わ
し

い
場
所
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。 

(

17)

桑
実
寺
の
規
模
や
構
造
に
つ
い
て
は
、
藤
岡
英
礼
「
繖
山
・
桑
実
寺
」(

『
忘
れ
ら
れ
た
霊

場
を
さ
ぐ
る
２ 

山
寺
の
う
つ
り
か
わ
り-

近
江
南
部
の
山
寺
を
さ
ぐ
る
』
、(

財)

栗
東
市
文
化

体
育
振
興
事
業
団
、
二
〇
〇
七
年)

を
参
照
さ
れ
た
い
。 

(

18)

『
言
継
卿
記
』
永
禄
十
一
年
九
月
十
三
日
条
。 

(

19)

当
該
期
の
六
角
氏
と
観
音
寺
城
に
つ
い
て
は
、
新
谷
和
之
「
六
角
氏
の
本
城
、
観
音
寺
城

の
機
能
」(

同
『
戦
国
期
六
角
氏
権
力
と
地
域
社
会
』
、
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
八
年)

。 

(

20)

清
水
寺
と
霊
山
城
に
関
し
て
は
、
中
西
裕
樹
「
霊
山
城
」(

中
井
均
監
修
・
城
郭
談
話
会
編

『
図
解 

近
畿
の
城
郭
Ⅱ
』
、
戎
光
祥
出
版
、
二
〇
一
五
年)

を
参
照
。
な
お
、
『
多
』
永
禄
十

一
年
十
月
廿
五
日
条
は
上
洛
後
の
義
昭
が
清
水
寺
に
入
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
誤
報
で

あ
っ
た
が
、
清
水
寺
は
義
昭
が
入
る
に
ふ
さ
わ
し
い
場
だ
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。 

(

21)

『
細
川
両
家
記
』(

群
書
類
従)

に
は
「
噯
」
が
あ
っ
た
と
見
え
る
た
め
、
池
田
氏
の
一
方

的
な
敗
北
で
は
な
く
、
和
睦
が
な
さ
れ
た
可
能
性
も
残
る
。 

(

22)

こ
の
と
き
松
永
久
秀
も
飯
盛
城
に
入
っ
て
い
る
。 

(

23)

大
日
本
史
料
第
十
編
之
一
。 

(

24)

群
書
類
従
。 

(

25)

『
近
江
蒲
生
郡
志
』(

大
日
本
史
料
第
十
編
之
一)

。 

(

26)

『
言
』
は
、
次
の
連
署
状
を
掲
載
し
て
い
る
。 

 
 

就
御
参
内
之
儀
、
入
可
申
御
道
具
共
之
事
、
正
実
坊
に
被
仰
付
被
差
上
候
、
可
然
之
様
可
被

仰
談
由
、
得
貴
意
可
申
旨
被
仰
出
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

飯
河
山
城
守 

十
月
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

信 
 
 

堅 

判 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

三
淵
大
和
守 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

藤 
 

 

英 

判 

 
 

 
 
 
 

山
科
殿 

人
々
御
中 

(

27)

『
信
』
で
も
、
十
月
十
四
日
に
「
芥
川
よ
り
公
方
様
御
帰
洛
。
六
条
本
国
寺
に
御
座
な
さ

れ
、
天
下
一
同
に
喜
悦
の
眉
を
開
き
訖
」
「
信
長
も
御
安
堵
の
思
を
な
さ
れ
、
当
手
の
勢
衆
召

列
れ
ら
れ
、
直
に
清
水
へ
御
出
。
諸
勢
洛
中
に
入
り
候
て
は
、
下
々
届
か
ざ
る
族
も
こ
れ
あ
る

べ
き
哉
の
御
思
慮
を
加
へ
ら
れ
」
と
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
以
前
に
上
洛
や
入
京
と
の
表
現
は
用

い
ず
、
ま
た
清
水
寺
は
洛
中
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。 

(

28)

註
８
『
三
好
長
慶
の
時
代
』
。 

(

29)

註
７
『
三
好
長
慶
』
。 

(

30)

天
野
忠
幸
「
飯
盛
城
主
と
下
剋
上
」(

『
大
東
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
第
42
集
・
四
條
畷

市
文
化
財
調
査
報
告
第
58
集 

飯
盛
城
跡
総
合
調
査
報
告
書
』
、
大
東
市
教
育
委
員
会
・
四
條

畷
市
教
育
委
員
会
、
二
〇
二
〇
年)

。 

(

31)

註
５
『
足
利
義
昭
と
織
田
信
長
』
。 

(

32)

神
田
千
里
『
織
田
信
長
』(

ち
く
ま
新
書
、
二
〇
一
四
年)

で
も
、
こ
の
見
解
が
打
ち
出
さ

れ
て
い
る
。 

(

33)

註
８
『
戦
国
摂
津
の
下
克
上
』
。 

(

34)

註
９
「
中
世
の
巨
大
都
市
・
京
都
」
。 

(
35)

『
多
』
慶
長
四
年
閏
三
月
十
四
日
条
。 

(
36
）
福
島
克
彦
「
伏
見
城
の
機
能
と
そ
の
破
却
に
つ
い
て
」(

『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
二
二
二
、
二

〇
一
〇
年)

。
ま
た
、
天
正
十
年(

一
五
八
二)

の
本
能
寺
の
変
の
後
、
明
智
光
秀
が
織
田
信
長

の
居
城
・
安
土
城
に
向
か
っ
た
こ
と
も
興
味
深
い
よ
う
に
思
う
。 
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資
料
紹
介 

永
楽
保
全
に
よ
る
高
槻
焼
の
大
蛤
香
合
土
型
に
つ
い
て 

千
田 

康
治 

 
 

一 
は
じ
め
に 

高
槻
焼
は
京
焼
の
陶
工
永
楽
保
全
が
、
嘉
永
五
年(

一
八
五
二)

に
高
槻
藩
主
永
井
直

輝
に
招
か
れ
て
高
槻
で
製
作
し
た
磁
器
窯
の
御
庭
焼
で
あ
る
。
操
業
期
間
が
短
期
間
で

あ
っ
た
た
め
現
存
作
品
が
少
な
い
。
ま
た
、
正
確
な
操
業
期
間
や
窯
の
位
置
な
ど
も
結

論
が
出
て
い
な
い
。
こ
の
度
、
高
槻
焼
の
製
作
に
用
い
ら
れ
た
大
蛤
香
合
の
土
型
が
確

認
で
き
た(

図
１)

。
本
稿
で
は
、
こ
の
新
出
資
料
を
紹
介
す
る(

１)

。 

 

二 

永
楽
保
全
の
略
歴 

永
楽
保
全
は
、
寛
政
七
年(

一
七
九
五)
に
生
ま
れ
、
千
家
十
職
の
一
つ
「
土
風
炉
、

焼
物
師
」
で
あ
っ
た
西
村
善
五
郎
家
の
一
〇
代
目
、
了
全
の
養
子
と
な
り
、
文
化
一
四

年(

一
八
一
七)

に
一
一
代
目
を
継
い
だ
。
文
政
一
〇
年(

一
八
二
七)

、
了
全
と
共
に
紀

州
藩
の
徳
川
治
宝(

は

る
と
み)

の
別
邸
、
西

浜
御
殿
の
御
庭
焼
で

あ
る
偕
楽
園
焼(

和
山

県
和
歌
山
市)

に
従
事

し
て
、
そ
の
功
に
よ
り

「
河
濱
支
流
（
か
ひ
ん

し
り
ゅ
う
）
」
の
金
印

と
「
永
楽
」
の
銀
印
を

拝
領
し
た
。
以
降
、
陶

工
と
し
て
の
通
称
は

永
楽
を
名
乗
っ
た(

本

姓
と
し
た
の
は
明
治

時
代
、
一
二
代
和
全
の

時)

。 

保
全
は
研
究
熱
心

で
、
特
に
釉
薬
の
探
求

に
情
熱
を
傾
け
た
。
写
し
物
を
得
意
と
し
て
、
古
染
付
、
祥
瑞
、
青
磁
、
赤
絵
、
高
麗
、

金
襴
手
、
仁
清
写
し
な
ど
多
岐
に
渡
っ
た
が
、
単
な
る
写
し
物
に
留
ま
ら
ず
、
京
焼
と

し
て
の
雅
と
綺
麗
さ
を
漂
わ
せ
る
独
創
性
が
あ
っ
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。 

 

晩
年
は
京
都
を
離
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
嘉
永
三
年(

一
八
五
〇)

に
は
江
戸
に
向

か
っ
た
が
、
翌
年
に
は
江
戸
を
発
っ
て
近
江
国
大
津(

滋
賀
県)

で
湖
南
焼
を
開
い
た
。

そ
し
て
嘉
永
五
年(

一
八
五
二)

、
高
槻
を
訪
れ
て
高
槻
焼
の
操
業
に
従
事
し
て
い
る
。

嘉
永
七
年(

一
八
五
四)

に
は
三
井
寺
円
満
院
門
跡
の
御
庭
焼
で
あ
る
三
井
御
浜
焼(

滋

賀
県
大
津
市)

を
興
す
が
、
九
月
に
六
〇
歳
で
没
し
て
い
る(

２)

。 

 

三 

高
槻
焼
に
つ
い
て 

高
槻
焼
の
操
業
期
間
は
、
保
全
が
嘉
永
五
年(

一
八
五
二)

四
月
四
日
付
で
瓢
遊
雅
主

に
宛
て
た
書
状
に
「
下
拙
も
近
々
の
中
高
槻
に
罷
越
候
積
り
に
て
上
巳
後
も
其
拵
へ
而

巳
に
て
不
得
寸
暇
漸
く
大
方
を
拵
へ
出
来
申
候
五
日
六
日
頃
よ
り
参
り
候
様
」
と
あ
る
。

ま
た
、
同
年
５
月
７
日
付
、
玉
楮
敬
造
宛
書
状
に
は
「
當
年
閏
二
月
比
よ
り
高
槻
方
之

御
用
立
次
第
旧
臘
御
掛
合
に
て
御
請
申
候
」
や
、
「
高
槻
に
参
り
候
て
細
工
焼
直
々

に
可
仕
様
御
請
付
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
旧
臘(

前
年
の
一
二
月)

か
ら
高
槻
藩
と

交
渉
し
、
閏
二
月
か
ら
準
備
を
行
い
、
五
月
上
旬
に
は
高
槻
入
り
し
て
作
業
を
始
め

た
と
み
ら
れ
る(

３)

。
ま
た
、
銘
に
「
壬
子
初
冬
於
湖
南(

永
楽
印)

保
全
造
」
と
、

嘉
永
五
年
の
初
冬(

旧
暦
一
〇
月)

に
大
津
の
湖
南
窯
で
作
ら
れ
た
こ
と
を
記
し
た

作
品
が
あ
る(

４)

。
こ
れ
ら
か
ら
、
保
全
の
高
槻
に
お
け
る
作
陶
期
間
は
嘉
永
五
年

五
月
頃
か
ら
、
同
年
一
〇
月
頃
ま
で
の
半
年
間
と
推
定
さ
れ
る
。 

窯
の
築
か
れ
た
場
所
は
不
明
で
あ
る
が
、
高
槻
城
の
東
北
隅
に
あ
っ
た
と
の
伝
承

が
あ
る(

５)

。
高
槻
城
の
三
の
丸
跡(

６)

や
本
丸
跡(

７)

の
発
掘
調
査
で
は
窯
道
具
が

見
つ
か
っ
て
お
り
、
高
槻
焼
の
窯
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
銘
文

に
高
槻
市
内
の
真
上
に
窯
を
築
い
た
と
記
す
作
品(

８)

が
あ
り
、
旧
真
上
村
で
あ
る

高
槻
市
月
見
町
の
丘
陵
部
で
は
、
窯
道
具
や
窯
壁
の
部
材
が
発
見
さ
れ
て
い
る(

９)

。

こ
の
た
め
、
窯
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
今
後
の
検
討
課
題
と
な
っ
て
い
る
。 

高
槻
焼
の
作
品
に
は
、
高
台
裏
に
染
付
銘
で
「
於
高
槻
保
全
造
」
と
、
高
槻
で
製

作
し
た
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
高
台
の
畳
付
に
「
高
」
の
一
字
を
丸
で
囲

ん
だ
刻
印
を
押
し
て
い
る
も
の
や
、
共
箱
に
保
全
の
自
筆
で
「
於
高
槻
保
全
造
」
等

と
墨
書
さ
れ
て
お
り
、
保
全
が
他
の
窯
で
製
作
し
た
作
品
と
明
確
に
区
別
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

図 1 大蛤香合土型(永楽保全作) 
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高
槻
焼
の
現
存
作
品
は
、
筆
者
が
確
認
で
き
た
も
の
で
二
三
点
あ
る
。
そ
の
内
、
大

多
数
の
一
九
点
が
染
付
で
あ
り
、
意
匠
は
祥
瑞
写
し
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
こ
れ
が
高

槻
焼
の
代
表
的
作
風
と
い
え
、
他
に
は
呉
須
赤
絵
が
二
点
、
金
襴
手
が
一
点
、
陶
製
の

瀬
戸
写
が
一
点
で
あ
る
。
多
種
多
彩
な
作
風
を
得
意
と
し
た
保
全
と
し
て
は
、
作
風
の

幅
が
少
な
い
。
作
陶
期
間
の
短
さ
や
、
窯
の
規
模
や
構
造
等
の
生
産
設
備
、
材
料
の
入

手
な
ど
と
い
っ
た
点
で
制
約
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

四 

大
蛤
香
合
土
型
に
つ
い
て 

 

本
土
型
は
土
製
素
焼
き
で
、
大
蛤
香
合
の
蓋
と
身
か
ら
な
る
。
型
物(

型
で
作
っ
た

陶
磁
器)

の
製
作
で
は
、
成
型
の
た
め
の
内
型
と
外
型
、
そ
れ
ら
の
型
を
製
作
す
る
た

め
の
原
型(

元
型)

の
三
種
類
の
型
が
使
用
さ
れ
る
が
、
本
土
型
は
原
型
で
あ
る
。
筆
者

が
西
宮
市
の
古
美
術
商
か
ら
購
入
し
た
も
の
で
、
箆
書
き
の
銘
文
が
あ
り
、
そ
の
書
体

が
保
全
の
墨
書
の
書
体
に
似
て
い
る
こ
と
や
、
形
状
、
大
き
さ
か
ら
こ
の
土
型
を
用
い

て
製
作
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
高
槻
焼
作
品(

詳
細
は
後
述)

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
保
全
の

土
型
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
伝
来
は
不
明
で
あ
る
。 

蓋
と
身
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
量
と
銘
文
は
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。 

蓋
…
幅
一
一
、
一
㎝ 

奥
行
一
〇
、
一
㎝ 

高
さ
三
、
六
㎝ 

重
さ
〇
、
一
四
㎏ 

 
 

銘
「
嘉
永
五
壬
子
年
／
六
月
十
五
日
也
／
蛤
香
合
／
蓋
之
形
／
於
高
槻
保
全
造
」 

身
…
幅
一
一
、
二
㎝ 

奥
行
一
〇
、
三
㎝ 

高 

さ
三
、
五
㎝ 

重
さ
〇
、
一
六
㎏ 

 
 

 
 

銘
「
蛤
香
合
／
身
之
形
／
於
高
槻
／
保
全 

造
／
壬
子
林
鐘
□
日
」(

10) 

 

原
型
は
、
専
門
の
原
型
師
が
製
作
す
る
こ
と 

が
多
い
が
、
本
土
型
は
銘
文
か
ら
、
保
全
自
身 

が
嘉
永
五
年
六
月
一
五
日
に
製
作
し
た
こ
と
が 

わ
か
る
。
高
槻
焼
で
年
紀
が
あ
る
も
の
は
、
こ 

 
 

れ
ま
で
は
「
嘉
永
五
年
壬
子
初
秋
」
と
あ
り
、 

初
秋(

陰
暦
七
月)

に
製
作
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か 

 

る
二
点
だ
け
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
製
作
日
が 

明
記
さ
れ
た
本
土
型
は
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。 

 
 

 

高
槻
焼
の
現
存
作
品
で
、
大
蛤
香
合
は
三
点 

確
認
で
き
た
。
い
ず
れ
も
、
形
状
は
本
土
型
と 

近
似
し
て
い
る
。
そ
の
内
、
染
付
魚
海
老
絵
大 

蛤
香
合(

図
３
・
個
人
蔵)

の
大
き
さ
は
、
幅
一 

〇
、
四
㎝
、
奥
行
九
、
〇
㎝
、
高
さ
五
、
九
㎝ 

で
あ
る(

11)

。
ま
た
、
金
襴
手
大
蛤
香
合(

個
人 

蔵)

は
、
幅
一
〇
、
七
㎝
、
奥
行
九
、
〇
㎝
、
高 

さ
六
、
〇
㎝(

12)

で
あ
る
。
両
者
は
ほ
ぼ
同
じ
大 

き
さ
で
、
本
土
型
の
大
き
さ
か
ら
は
一
回
り
小 

さ
く
な
っ
て
い
る
。
通
常
、
完
成
品
は
乾
燥
と 

焼
成
に
よ
っ
て
、
成
形
時
に
比
べ
て
収
縮
す
る 

図２ 大蛤香合土型の各部詳細 
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こ
と
か
ら
、
本
土
型
を
用
い
て
製 

 

作
さ
れ
た
可
能
性
は
高
い
と
考
え 

ら
れ
る
。 

 

五 

お
わ
り
に 

本
稿
で
は
、
新
出
資
料
で
あ
る 

 

保
全
の
高
槻
焼
の
大
蛤
香
合
土
型 

 

に
つ
い
て
紹
介
し
た
。
江
戸
時
代 

後
期
に
は
、
型
か
ら
成
形
さ
れ
た 

 

型
物
香
合
は
、
そ
の
器
形
の
豊
富 

さ
で
茶
道
具
の
一
分
野
と
し
て
人 

気
が
あ
り
、
型
物
香
合
だ
け
の
番 

付
表
も
作
ら
れ
た
。
本
土
型
は
、 

窯
業
史
の
観
点
か
ら
み
る
と
、
当 

時
流
行
し
た
型
物
香
合
の
資
料
と 

し
て
、
ま
た
、
京
焼
を
代
表
す
る
名
工
で
あ
っ
た
保
全
の
作
陶
を
知
る
上
で
の
資
料
と

評
価
で
き
る
。 

ま
た
、
高
槻
焼
の
資
料
と
し
て
も
、
年
紀
と
高
槻
で
の
製
作
を
明
記
し
た
銘
文
は
資

料
性
が
高
い
。
今
後
は
、
さ
ら
な
る
資
料
の
発
掘
を
進
め
、
高
槻
藩
に
よ
る
保
全
招
へ

い
の
経
緯
や
、
窯
の
場
所
の
問
題
、
同
時
期
に
高
槻
で
操
業
し
て
民
窯
・
古
曽
部
焼
と

の
関
係
な
ど(

13)

、
高
槻
焼
研
究
を
深
め
て
い
き
た
い
。 

  

【
註
】 

（
１
）
名
称
に
つ
い
て
は
、
本
土
型
を
用
い
て
製
作
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
高
槻
焼
の
香
合
の
共 

箱(

作
者
自
身
が
作
品
用
に
用
意
し
、
箱
書
を
記
し
た
箱)

の
蓋
に
、
永
楽
保
全
が
自
筆
で 

「
金
襴
手
大
蛤
香
合
」
と
墨
書
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
大
蛤
」
と
し
た
。 

（
２
）
永
楽
保
全
の
略
歴
は
、
朝
日
新
聞
社
文
化
企
画
部
東
京
企
画
第
一
部
編
『
喜
寿
記
念 

華 

麗
な
る
茶
陶
の
美 

十
六
代
「
永
楽
善
五
郎
」
展
』(

朝
日
新
聞
社 

一
九
九
四
年)

と
、 

三
井
記
念
美
術
館
蔵
品
図
録
『
永
樂
の
陶
磁
器 

了
全
・
保
全
・
和
全
』(

二
〇
〇
六
年)

 

に
拠
る
。 

（
３
）
両
書
状
と
も
、
『
陶
磁
』
第
一
三
巻
第
四
号(

一
九
四
三
年)

所
載
の
杉
本
捷
雄
「
古
曽
部 

窯
と
保
全
の
高
槻
焼
」
に
翻
刻
が
載
る
。
５
月
７
日
付
書
状
の
宛
先
で
あ
る
玉
楮
敬
造
は
、 

保
全
と
親
交
が
厚
か
っ
た
漆
芸
家
で
、
漆
芸
史
上
で
著
名
な
玉
楮
象
谷
の
父
で
あ
る
。 

（
４
）
寒
川
義
崇
「
永
楽
保
全
の
高
槻
焼
② 

考
察(

そ
の
１)

」
〔
『
起
風
』
第
一
二
巻
第
二
号
、

(

財)

官
休
庵
、
二
〇
〇
六
年
〕
。 

（
５
）
船
木
佳
代
子
「
大
阪
・
奈
良
の
や
き
も
の
」(

『
日
本
や
き
も
の
集
成
』
７
、 

平
凡
社
、 

一
九
八
一
年)

。 

（
６
）
高
槻
城
跡
遺
跡
調
査
会
『
高
槻
城
三
ノ
丸
発
掘
調
査
概
要
報
告
』(

一
九
八
七
年)

。 

（
７
）
大
阪
府
教
育
委
員
会
『
高
槻
城
跡
―
大
阪
府
立
槻
の
木
高
等
学
校
音
楽
室
建
設
に
伴
う
―
』

(

二
〇
〇
四
年)

。 

（
８
）
・
祥
瑞
写
腰
鎬
筒
水
指 

染
付
銘
「
准
呉
祥
瑞
圖
蹟
／
製
高
槻
真
上
丸
爐
／
河
濱
支
流 

 

永
楽(

花
押)

」(

三
井
記
念
美
術
館
蔵)

。 

・
シ
ノ
木
祥
瑞
細
水
指 

染
付
銘
「
嘉
永
五
年
壬
子
初
秋
／
製
于
高
槻
真
上
丸
爐
／
永
楽 

保
全
」(

個
人
蔵)

。 

（
９
）
寒
川
義
崇
「
永
楽
保
全
の
高
槻
焼
① 

窯
跡
発
見
の
経
緯(

文
献
、
作
品
、
破
片)

」〔
『
起

風
』
第
一
二
巻
第
一
号
、(

財)

官
休
庵
、
二
〇
〇
六
年
〕
。 

「
月
見
町
所
在
「
真
上
窯
跡
」
の
発
見
」(

『
高
槻
市
文
化
財
年
報 

平
成
13
・
14
年
度
』、

高
槻
市
教
育
委
員
会
、
二
〇
〇
三
年)

 

。 

（
10
）「
林
鐘
」
は
旧
暦
六
月
の
異
称
。 

（
11
）
高
槻
市
立
し
ろ
あ
と
歴
史
館 

開
館
３
周
年
記
念
特
別
展
図
録
『
永
井
家
十
三
代
と
高 

槻
藩
』(

二
〇
〇
六
年)

。 

（
12
）(

１)

に
同
じ
。
野
村
美
術
館
『
京
焼
の
展
開 

仁
阿
弥
道
八
・
永
楽
保
全
』(

(

財)

野
村

文
華
財
団
、
一
九
八
九
年)

。 

(

13
）
窯
跡
の
候
補
地
で
あ
る
旧
真
上
村
で
あ
る
高
槻
市
月
見
町
の
丘
陵
部
は
、
古
曽
部
焼
の

陶
土
の
採
取
地
で
あ
る
。 

   

  

発
行
日 

二
〇
二
〇
年
三
月
三
十
一
日 

編
集
・
発
行 

高
槻
市
立
し
ろ
あ
と
歴
史
館 

大
阪
府
高
槻
市
城
内
町
一
番
七
号
・
℡
〇
七
二(

六
七
三)

三
九
八
七 

◆
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
：
高
槻
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
歴
史
館
」
内
で
掲
載 

http://w
w

w.city.takatsuki.osaka.jp/rekishi_kanko/rekishi/
rekishikan/chosa/shiroato/shiroato_dayori/index.htm

l 

図３ 染付魚海老絵大蛤香合 


